
　
世
界
最
高
峰
の
エ
ベ
レ
ス
ト
を
望

み
、
美
し
い
自
然
あ
ふ
れ
る
国
ネ
パ
ー

ル
。北
部
に
連
な
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
、

世
界
中
の
登
山
愛
好
家
た
ち
に
と
っ

て
、
一
度
は
訪
れ
て
み
た
い
あ
こ
が
れ

の
地
で
も
あ
る
。
２
０
１
１
年
は
「
ネ

パ
ー
ル
観
光
年
」。
国
内
で
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
外
国
人
観
光

客
の
誘
致
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
ん
な
ネ
パ
ー
ル
も
、
数
年

前
ま
で
は
、
内
戦
の
地
と
化
し
て
い

た
。
民
主
化
を
求
め
る
人
民
運
動
が

勃
発
し
た
の
は
１
９
９
０
年
代
初
頭

の
こ
と
。
96
年
に
は
政
府
と
反
政
府

勢
力
マ
オ
イ
ス
ト
（
ネ
パ
ー
ル
共
産

党
毛
沢
東
主
義
派
）
の
武
装
闘
争
に

発
展
。
毎
日
の
よ
う
に
各
地
で
激
し

い
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
約
１
万

３
０
０
０
人
も
の
命
が
失
わ
れ
た
。

　
そ
れ
で
も
双
方
の
歩
み
寄
り
に
よ

り
、
06
年
に
包
括
的
和
平
合
意
を
締

結
。
つ
い
に
、
10
年
に
わ
た
る
内
戦

に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
そ
し
て
08

年
４
月
に
は
国
内
初
の
制
憲
議
会
選

挙
が
実
施
さ
れ
、
翌
月
に
制
憲
議
会

が
成
立
。
約
２
４
０
年
に
わ
た
る
王

政
の
時
代
に
終
わ
り
を
告
げ
、
つ
い

に「
連
邦
民
主
共
和
国
」が
誕
生
し
た
。

　
そ
ん
な
ネ
パ
ー
ル
の
新
た
な
国
づ

く
り
を
、
国
際
社
会
も
一
体
と
な
っ

て
支
援
し
て
い
る
。
07
年
に
は
国
連

ネ
パ
ー
ル
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ｕ
Ｎ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
）
が
発
足
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
も
ネ
パ

ー
ル
の
民
主
化
を
後
押
し
す
べ
く
、

「
地
方
の
貧
困
削
減
」「
民
主
化
・
平

和
構
築
」「
社
会
・
経
済
基
盤
整
備
」

を
三
本
柱
に
協
力
を
実
施
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
、
民
主
化
・
平
和
構
築

支
援
の
一
環
と
し
て
取
り
組
ん
で
い

る
の
が
「
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
」。「
紛
争
に
逆
戻
り
し
な

い
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
」
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
、
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
を
包

括
的
に
支
援
し
て
い
る
。

　
民
主
化
の
主
体
と
な
る
〝
国
民
〞

を
支
え
る
「
民
法
の
起
草
・
立
法
化

支
援
」が
そ
の
一
つ
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
、

制
憲
議
会
が
新
憲
法
の
制
定
を
進
め

る
中
で
、
民
事
・
刑
事
分
野
の
基
本

的
な
ル
ー
ル
は
１
５
０
年
前
に
作
ら

れ
た
国
家
法
典
「
ム
ル
キ
ア
イ
ン
法

典
」
に
従
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
法
典
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
弊
害
が
あ
っ
た
。
ま
ず
一
つ
に
、

改
正
を
重
ね
て
は
い
る
と
は
い
え
、

現
代
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
倫
理
規

定
的
な
要
素
が
強
く
、
法
律
の
規
定

に
違
反
し
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
が

明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
裁

判
の
基
準
と
し
て
も
使
い
に
く
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
新
憲
法
で

定
め
ら
れ
る
〝
国
民
の
権
利
〞
も
十

分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

政
府
は
「
ム
ル
キ
ア
イ
ン
法
典
」
を

改
正
・
分
離
す
る
形
で
、
民
事
、
刑

事
両
分
野
で
の
抜
本
的
な
法
改
正
を

計
画
し
て
い
た
の
だ
。

　
国
際
社
会
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
沿

い
な
が
ら
、
ネ
パ
ー
ル
の
伝
統
と
社

会
の
現
状
に
も
調
和
し
た
法
律
を
つ

く
り
た
い
―
。
そ
ん
な
人
々
の
願
い

を
叶
え
る
べ
く
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
「
民
法
」

の
起
草
支
援
を
開
始
。
首
相
に
任
命

さ
れ
た
法
曹
関
係
者
で
結
成
さ
れ
た

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
条
文
を
作
成
し
、

日
本
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
グ
ル
ー
プ

と
テ
レ
ビ
会
議
や
現
地
セ
ミ
ナ
ー
、

日
本
で
の
研
修
な
ど
を
通
じ
て
、
慎

重
に
協
議
を
重
ね
て
い
っ
た
。

　
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
リ
ー
ダ
ー
を

務
め
る
、
ネ
パ
ー
ル
最
高
裁
判
所
の

キ
ル
・
ラ
ジ
・
レ
グ
ミ
判
事
は
、「
民

主
化
を
実
現
す
る
に
は
、
女
性
差
別

の
撤
廃
、
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
、

契
約
関
係
な
ど
、
新
し
く
検
討
す
べ

き
内
容
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

日
本
が
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、
自

国
の
法
律
を
変
え
て
き
た
経
験
を
学

び
た
か
っ
た
」
と
話
す
。
民
法
を
抜

本
的
に
見
直
し
、
新
た
に
つ
く
り
直

す
こ
と
は
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
い
。

し
か
し
「
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
は
法
律

家
と
し
て
の
能
力
も
意
識
も
高
く
、

私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
も
多
か
っ
た
」

と
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
グ
ル
ー
プ
委
員

長
の
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研

究
科
の
松
尾
弘
教
授
は
評
価
す
る
。

　
4
回
に
わ
た
る
地
方
の
法
曹
関
係

者
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
経

て
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
で
昨
年
３
月
、

最
高
裁
判
所
・
地
方
裁
判
所
の
裁
判

官
、
検
察
官
、
司
法
省
職
員
、
弁
護

士
会
、
大
学
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
代
表
者

が
一
堂
に
会
し
、
民
法
の
第
一
草
案

に
つ
い
て
の
意
見
交
換
会
が
行
わ
れ

た
。
家
族
法
、
財
産
法
、
契
約
法
の

３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
活
発
な

議
論
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、「
家
族
法

に
は
男
女
平
等
に
関
す
る
新
し
い
規

２
４
０
年
の
王
政
に
終
止
符

新
た
な
国
づ
く
り
へ

国
民
の
た
め
の
民
法
へ

起
草
・立
法
化
に
協
力

1
9
9
0
年
代
半
ば
か
ら
、10
年
以
上
に
わ
た
る
激
し
い
内
戦
を
経
験
し
た
ネ
パ
ー
ル
。

包
括
的
和
平
合
意
締
結
後
、国
を
挙
げ
て
歩
み
始
め
た
民
主
化
へ
の
道
を
切
り
開
く
た
め
、

J
I
C
A
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
支
援
を
強
化
し
て
い
る
。

紛
争
に
逆
戻
り
し
な
い

民
主
国
家
の
実
現
を

ネ パ ー ル

from NEPAL
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人を守る、国をつくる。

メディア支援の合同調整委員会において、情報通信省、ラジオネパール、
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定
が
盛
り
込
ま
れ
、
時
に
は
激
論
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
女
性
が

堂
々
と
、
積
極
的
に
発
言
し
て
い
た

こ
と
も
印
象
的
で
し
た
」
と
松
尾
教

授
は
振
り
返
る
。

　
支
援
開
始
か
ら
約
２
年
、
昨
年
８

月
に
は
民
法
草
案
が
完
成
。
内
閣
で

の
審
議
を
経
て
、
今
年
２
月
に
制
憲

議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
今
後
は
、
新

憲
法
に
関
す
る
議
論
を
見
据
え
、
制

憲
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
く
予
定
だ
。

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
法
律
家

と
市
民
が
こ
の
法
律
を
正
し
く
理
解

し
、
国
民
の
生
活
を
守
る
基
本
的
な

ル
ー
ル
と
し
て
社
会
に
定
着
す
る
よ

う
、
民
法
の
解
説
書
づ
く
り
な
ど
の

支
援
を
検
討
中
だ
。

　「
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
で
は
、
民
法
支
援
の
ほ
か
に
も
、

選
挙
管
理
委
員
会
、
メ
デ
ィ
ア
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
調
停
へ
の
支
援
が
進

行
中
だ
。

　
ネ
パ
ー
ル
で
は
テ
レ
ビ
が
都
市
部

に
し
か
普
及
し
て
お
ら
ず
、
地
方
で

は
新
聞
や
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
が
国
民
の

主
な
情
報
源
。
し
か
し
、
情
報
通
信

省
の
審
査
・
登
録
の
方
針
が
確
立
さ

れ
て
お
ら
ず
、
３
０
０
近
い
放
送
局

が
乱
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
特

定
の
政
治
勢
力
が
放
送
局
の
報
道
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
り
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
す
る
迫
害
が
起
こ

っ
た
り
と
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
て
い
な
い
の
が
現
状
だ
。

そ
こ
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
昨
年
11
月
よ
り
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
能
力
強
化
、
放

送
法
や
電
波
法
な
ど
の
関
連
法
の
見

直
し
、
全
国
を
カ
バ
ー
す
る
唯
一
の

放
送
局
で
あ
る
国
営
ラ
ジ
オ
ネ
パ
ー

ル
の
組
織
強
化
な
ど
に
着
手
。
民
主

化
と
い
う
、
重
要
な
政
治
プ
ロ
セ
ス

に
お
け
る
国
民
へ
の
公
正
な
情
報
提

供
、
健
全
な
メ
デ
ィ
ア
の
育
成
を
目

指
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
内
戦
終
了
後
の
政
治
社
会

的
混
乱
の
中
で
、
国
内
で
は
い
ま
だ

地
方
を
中
心
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
レ

ベ
ル
の
争
議
が
絶
え
な
い
。
そ
れ
が

引
き
金
と
な
っ
て
、
大
規
模
な
紛
争

を
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
い
う
。

そ
こ
で
政
府
は
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス

に
し
く
い
地
方
部
に
暫
定
的
・
代
替

的
な
争
議
解
決
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
調
停
人

制
度
」
を
導
入
。
昨
年
１
月
か
ら
、
J

I
C
A
と
政
府
、
現
地
N
G
O
と
協
働

で
、
中
部
の
山
岳
部
・
平
野
部
に
あ

る
２
つ
の
郡
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
に

設
定
し
、
地
域
の
安
定
確
保
の
た
め
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
調
停
や
紛
争
管
理

の
実
践
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
の
移
転

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
民
主
化
の
基
盤

づ
く
り
に
奔
走
す
る
ネ
パ
ー
ル
。
人
々

を
導
く
明
る
い
光
が
国
の
未
来
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
も

現
地
の
人
々
と
寄
り
添
い
な
が
ら
、

前
へ
進
ん
で
い
く
。

特集　日本の法整備支援
人を守る、国をつくる。

本邦研修にてJICAの新井泉
理事（中央）を表敬訪問したネ
パール民事法改革改善タスク
フォースの面々

メディアの能力強化の一環として、放送網の改
善についてラジオネパールの技術者と議論する
太田徹也ＪＩＣＡ専門家（放送技術）

メ
デ
ィ
ア
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
調
停
へ
も
支
援

このセッションの議題は「日本の民法下での離婚手続き」。一つ一つの項目におい
て、日本の民法を参考にしながら民法草案の検討が進められた

世界の法律を見てみよう
法律は、世界中どこを見回しても、一つとして同じものはない。

各国の社会や文化的背景などを踏まえ、その国、その時代に最も適した形にしていかなければならない。
さらには、成立した法律が適切に守られ、運用されるための制度やツールも必要不可欠だ。

ここでは、JICAの法整備支援を通じて生まれた“モノ”の一部を紹介。

旧ソ連時代は“倒産”の概念がなかったウズベキスタン。独立後に「倒産
法」が制定されたが、専門家にとっても、新しい制度を理解することは困
難だった。そこでJICAの支援により、倒産法の一条一条を解説した本を
作成することに。現地の法律家たちを日本の専門家が一から指導し、果
てるとも知れぬ議論の末、完成にこぎつけた。単なる条文紹介にとどまら
ず、その意味や目的を解き明かし、具体的な論点の分析にまで踏み込ん
でいるのが画期的。今では倒産法といえばこの「注釈書」。若手裁判官た
ちは「手に届く所に置いて毎日使っている」という。また、債権者を保護す
るための抵当法の「解説書」を司法省職員向けに作成。図表などを使って
分かりやすく解説しており、銀行の法務部などでも利用されている。

「プライバシーの侵害」「法律に従ってさえいればよい」「ほかの事件の判
決など関係ない」などという理由で、とにかく裁判内容の公開に消極的だ
ったモンゴルの最高裁判所。しかし、「判決公開はモンゴルの司法制度の
発展に必ずつながる」と日本人専門家らが尽力し、モンゴル初の判例集
が制作された。そして実際に出版されると、裁判官や弁護士などの実務家
に喜ばれ広く普及。大学でもこの判例集を活用して、具体的な事例を取り
入れた授業が行われるようになった。町の書店で誰でも購入できるのも
特徴で、その売上金を使って、4、5、8 巻はモンゴル側が自力で出版した。
掲載判例を時系列・裁判所別に並べた索引集に対しても、「便利だ」とい
う声が上がっている。

インドネシアの裁判所では、手続きの遅延や、多くの控訴・上告などによ
り、未解決の民事事件が山積みとなっていた。そこで2007年から、当事
者同士の合意による早期解決を促すため、裁判官や弁護士らを“調停
人”として養成していくことに。そのためのカリキュラムや教材が、JICA
の支援を得ながら作成された。中でも受講生の評価が高いのがこの「調
停人養成用DVD」。日本の法曹界の重鎮たちが現地の法律関係者たち
と協議しながらシナリオをつくり、それに沿って、インドネシアの現役裁判
官らが役者顔負けの演技をしている。内容は、調停の進め方や相手との
対話方法などで、実際の場面を想定しながら学べる教材となっている。

「企業活動の発展のための民事法令
および行政法令の改善プロジェクト」
（2005～08年）

「和解・調停制度強化支援プロジェクト」（2007～09年）

市場経済化を支える

未解決事件の早期解決を促す

ポル・ポト政権時代に法制度が破壊され、包括的・体系的に規定された
民法規範も存在しなかったカンボジア。その後、民事裁判の手続規定
も、時代遅れの内容になっていた。そこでカンボジア司法省は、JICAの
支援を受けながら1999年に民法・民事訴訟法の起草を開始。現存する
法令や慣習などを調査し、日本側のアドバイザリーグループとともに、草
案を一条ずつ協議・検討していった。草案が2003年に完成した後も、閣
議や国会での草案説明や修正のための協力を行い、07年までに両法
が成立。JICAのセミナーなどでは、これらの条文集を手元に置き、現地
の法律家たちが議論する姿を見ることができる。

復興への道を切り開く

司法制度の発展を目指して

「倒産法注釈書プロジェクト」
（2005～07年）

民事事件判例集（全8巻）／索引集 倒産法注釈書／抵当法解説書

調停人養成用DVD 民法／民事訴訟法

モンゴル ウズベキスタン

カンボジアインドネシア

「法制度整備プロジェクト フェーズ1～3」
（1999～2012年）

「法整備支援計画」（2004～06年）
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